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すべての個人の全面発達をめざす教育の実現のために

は、国民ひとりひとりがその教育にかかわる生活のあら

ゆる局面において教育に対する主体となり、その連帯の

力でわが国の教育の荒廃を克服 してゆ くこと、 と りわ

け、荒廃の原因としての現在の国家権力その他の教育に

対する不当な支配 ・介入を排除 ・克服 してゆ くことが必

要である。そのためには、国民の教育に対する主体とし
(1)

ての正当な地位と力を公的に確認 し、その力が社会的な

通用力をもつようにしてゆくことが必要である。ここに

「国民の教育権」を論 じる必要があり、それは当然に、

子 ども ・青年、親、教員、一般国民、その他の教育にか

かわる国民個々人の立場に応 じた権利、とりわけ教育を

する権利、教育を受ける権利、教育事業を営む権利、教

育に対する主権者の一人としての権利等を基礎として、

これに対する国民、学校、 自治体、国等の権利 ・義務 ・

責任 ・権限の全体構造、すなわち、教育権の構造を論 じ

なければならないこととなる。そして、そのような権利
く　　

理論は、権利の主体と権利内容とを明確にするのみなら
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ず、権利を保障する制度と手続き(運 動を含む)に も言

及 しなければな らない。
くの

ところで、 日本国憲法においては、教育に対する権利

として直接に明文をもって規定されているのは 「国民」

の 「教育を受ける権利」だけである。

それゆえ、以下の本稿において、 「日本国憲法」(昭和

21年11月3日 公布、22年5月3日 施行)に おける教育を

受 ける権利(以 下、 これを 「教育を受 ける権利」と略記

する)を 法解釈の問題 として明確 にし、さらに、すべて
くの

の個人の全面発達をめざす教育の理念からこれを検討す

ることを志向 し、 もって上記の課題に立ち向かう第一の

試みとしたい。

e憲 法26条 の 「教育 を受 ける権利」

「すべて國民は、 法律の定めるところによ り、 そ

の能力に慮 じて、ひとしく教育を受ける権利を有す

る。」(日 本国憲法第26条1項)

(1)権 利の主体、法律主義、教育基本法

まずはじめに、 「国民」が 「教育を受ける権利」の主

体であるとされていることは明白である。 「日本国民た

る要件」は、憲法第10条 を受けて 「国籍法」(昭 和25

年、法律147号)に よって定められている。

国民以外の者、すなわち、外国人や無国籍者がこの権

利 の主体たり得るか否かは、憲法の全体の規範とこの権

利 の性質とか ら検討 しなければならない。後述するよう

に、この権利は 「自由権」としての ヂ教育を 受 け る 自

由」と 「社会権」としての 「教育を受ける権利」との両

者を含んでいる。 このうち、日本国および 日本国民に不

作為を義務づけるに止まるものである 「教育を受ける自

由」については、 これは日本国民以外にも人権として認

められるはずである。憲法 ・教育基本法は 「個人の尊厳

を重ん じ」「世界の平和と人類 の福祉に貢献 しよ うとす

る」(教 基法前文)も のであり 「全世界の国民が ひとし

く、……平和のうちに生存する権利を有することを確認

する」(憲 法前文)も のだか らである。これに対 して、社

会権としての 「教育を受ける権利」は、日本国ないし日

本国民に対 して積極的な作為を義務づけるものであるの

で、無条件に日本国民以外の者に認められるものではな

く、主権国家間の国際平和および友好の問題を含めつつ

人権尊重の見地で処理 されねばならないであろう。

つぎに、 「法律の定めるところにより」の規定の意味

は、一つには、この権利を保障する方法は、法律主義、

すなわち、主権者国民の代表機関たる国会の定ある法律

によって定めるべきであるとい う意味であり、憲法の国

民主権主義の具現であって大 日本帝国憲法時代の命令主

義の否定である。 二つには、 この権利を 保障する方法

を法律で定めるべ きことを国家、具体的には立法機関た

る国会に義務づけているものである。この点 につ い て

は、逆に、 「法律で定めなければ権利は発生 しない」と

解釈するむきもあるが、そうではない。もしもそのよう

に法律で 「定めなくてもいい」いとう意味をもっている

と解すると、26条2項(教 育の義務)を はじあ、30条

(納税 の義務)、49条(議 員の歳費)、66条1項(内 閣の

組織)、93条1項(地 方公共団体の機関)等 、同一の表

現をもつ憲法規定にそのような解釈がおよび、国政上、

重大な困難が生ずるであろう。なによりも、憲法の基本

的人権尊重の原理か らは、当然、法律で定めなければな

らないこととなる。憲法のこの規定を受けて教育基本法

第11条 で 「必要がある場合には、適当な法令が制定され

なければな らない」とされていることも、 これを裏づけ

ている。三つには、 「法律の定めるところにより」は、

法律によ りさえすれば 「教育を受ける権利」をどのよう

な内容のものとして定めて もよいということを意味しは

しない。憲法の1条 項であるから憲法の基本原理に沿っ

た法律であることが必要であり、具体的には、この規定

を受 けてまず教育基本法が定められ(教 基法前文)、 そ

の教育基本法の 「諸条項を実施するため」適当な法令が

定め られる ことと なっている(上 記教基法11条)。 さら

に、法律が教育を受ける権利について関与する仕方は、

その法律が正当に構成された政治権力によって定められ
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たものであること、 法律制定の手続 きが 正当で あるこ

と、法律の規定内容が法律として関与 し得る性質のこと

がらに限 られること、という一般的な条理による拘束を
くら　

受ける。とくに教育基本法10条1項 、2項 は教育の特殊

性に即したその具体化規定である。

第三に、憲法の 「教育を受ける権利」を解釈するにあ

たっては 「教育基本法」(昭和22年3月31日 公布 ・施行

法律25号)の 条項によってこれを補足 して解釈す ること

が正しい。なぜなら、教育基本法は、法形式の上で憲法

の附属法たる性格を与え られている(教 基法前文)と と

もに他の教育法令の上位法たる性格を与え られ て おり

(教基法第11条)、 全体としての法内容と法成立の沿革 も

そのことを裏づけていて、 「準憲法的性格」(有 倉遼吉)

を確認できるか らである。
(6)

② 「教育を受ける自由」

「教育を受ける権利」の権利内容の検討に 移 る。まず

「教育を受ける権利」は、いわゆる 「自由権」と して の

「教育を受ける自由」を含んでいると考え られる。ここ

で言う 「教育を受ける自由」とは、国家権力その他の不

当な 力によって 「教育を受 けることを 妨げられない権

利」あるいは、よ り積極的に表現するな らば 「自分のう
(7)

ける教育を選び求める自由」である。ここで言う 「自由
くの

権」は 「国家権力によって自由を侵害 されない権利」の
ω)

意味であり、受益権や参政権に対する概念であるが、さ
く　 　

らに 「自由権的基本的人権」の意味を含んでいて 「国家

の不作為を要求する」ものであって、 「国家の立法その

他 による積極的な配慮を要求する」ところの 「社会権」

「社会権的基本権」 「生存権」ないしは 「生存権的基本

権」と呼ばれる基本的人権 と区別 されるものである。
(11)

上記のような 「教育を受ける自由」は進路 選 択 の 自

由、学校選択の自由として顕在的に現象している。学校

内での教科選択制や自主的クラブ活動もこの自由のあら

われであろう。また、社会教育ではその成立のもっとも

基本的な要因であることがよく知 られている。さらに 「

教育の自由」 と言われてきた多 くの事柄 も、そのうち教

育を受ける者の権利 としてとらえかえすことができる内

容は、 「教育を受ける自由」と言うことができる。たと

えば 「私学の自由」 は、 「希望する私学の教育を受ける

自由」という権利としてとらえかえすことのできる内容

を含んでいる。

「教育を受ける自由」は、およそ、教育を受 ける権利

が教育を受ける権利であるかぎり、当然に前提とされる

必要条件である。なぜなら教育を受けることの効果は、

本質的には、受ける者の自発性ないしは自主性によって

しか成立 しないか らである。それゆえ、精神の自由を中

心 とした人権を尊重する近代的憲法 とその流れに属する

日本国憲法が 「教育を受ける自由」を特段の条項をもっ

てせずともこれを人権として認めることは当然のことで

ある(も っとも近代憲法史上 「教育を受 ける自由」 が

基本的人権として確認されてきたかどうかは、ここで問

題 としない)。それゆえ、今日のわが国の学説も 直接な

いし間接に上記の意味での 「教育を受ける自由」を 日本

国憲法が保障するはずの権利として認めていると判断さ

れ る。その例 として、(D兼 子仁氏は憲法23条 の 「学問

の自由」は 「学問学習の自由」を含み、後者すなわち 「

教育を受 ける自由」であるとし、(ii)影 山日出弥氏、浦
くユ　　

田賢治氏は憲法26条 は社会権的効果とともに 「教育の自

由」を要請する自由権的効果をももっているとし、(iiD
くユの

有倉遼吉氏は教育基本法第9条 の宗教教育の規定は憲法

第20条1項 前段の 「信教の自由」の内容としての 「宗教

教育の自由」を保障するものであり 「宗教教育の自由」

とは 「宗教教育を受けるか否かの自由」を含むものであ

るとし、(IV)山 崎真秀氏は、 「『教育を受ける権利』は

r学問の自由』を前提としたr教 育の自由』およびr学

問の自由』なしには本質的に成立 し得ない権利である」

としている、などが挙げられる。とりわけ兼子氏は 「在
ロ の

学関係において通常予想される範囲を こえて生徒に負担

をもたらす特別な学校行事は、かならず 自由参加でなけ

ればな らない」と述べるなど、 この自由を強く主張して
くユの

おり注目される。

「教育を受 ける自由」を憲法上の 権利として 認めなけ
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ればならないとすると、つ ぎにはその根拠条項をどこに

求めるかが問題とな る。「憲法的自由」として特段の条項

を待たずともよしとする説 も成立 しようが根拠条項を特

定できれば権利保障はいっそう有力 となる。上述 の兼子

氏の説はこの点に言及 した ものであるが、その説には、

教育を学問との関係だけでとらえる点、 また、学問との

関係に限って も 「学問学習の自由」を 「教育を受 ける自

由」と考えるにはなお飛躍があると思われる点で同意 し

がたい。
(ユ6-2)

むしろ 「教育を受ける権利」という憲法26条 の表現上

か らも当然にこの規定のうちに 「教育を受 ける自由」が

含まれていると解釈すべきである。憲法制定議会におけ

る審議もこれを裏づけている。すなわち、金森国務大臣

は憲法26条1項 について、 「国家が国民に対 して くその

能力に応 じて、ひとしく教育を受ける権利を有する〉 と

宣言したのであります。随 って国家はその権利を妨げて

はな らないと言 う義務をもつ ことは固よりであ ります」

と述べている。 この見解が 「教育を受ける権利」の社会
(17)

権的性格を否定 している点で憲法解釈 として是認 しがた

いことは後述するとして、ここにおける 「教育を受ける

権利」の自由権的側面の確認自体は重要であろう。当時

26条 の権利について理解 された一つの重要な側面は、教

育基本法第三条に 「教育の機会均等」の原則として具体

化されているが、同条1項 には 「すべて国民は、……人

種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によ

って、教育上差別されない」と述べ られている。戦前の

国家による教育上の身分差別、思想差別、男女差別、人

種差別を克服するこの自由権保障の規定の重要性は言う

まで もないであろう。そしてこれは、立法当時、憲法26
(18)

条の権利を憲法14条1項 に従 って具体化するものとして

理解 されたのであるが、その理解は今 日もなお正当であ

ろう。

このように 「教育を受ける権利」には 「教育を受ける

自由」が含まれていると解釈することの最大の利点は、

教育を 受けることを 「幸福追求に対す る国民の権利」(

憲法13条)の 一つとして国家権力から干渉されることな

く幸福追求に必要なだけの教育を無限に選び求める自由

として確認できることにある。
(19)

もちろん、このような 「教育を受ける自由」が「教育」

を受けるということがらからくる内在的制約と、自己お

よび他人の諸種の人権との調整の必要上からくる制約と

を受 けることは当然である。そのような調整の結果とし

て、つぎに述べる 「社会権としての教育を受 ける権 利」

も確認されたのであると考えられる。高等学 校 の 学 区

制、総合選抜制などに際して 「学校選択の自由」が問題

とされた りするのは 「教育を受ける権利」における自由

権 と社会権との境界をどこに求めるかの問題である。

(3》 「社会権 としての教育を受 ける権利」

憲法26条 の 「教育を受ける権利」は 「自由権」として

の 「教育を受ける自由」の他に 「自由権」ではない 「社

会権」としての性格の部分をもっている。憲法26条 の権

利のこの部分を 「社会権としての教育を受ける権利」と

表現することにする。この権利は、国家に対して国民の

自由を妨げない不作為を要求するところの 「自由権」と

は違って、国民が国家に対 して権利充足のための立法そ

の他 の積極的措置を法的に義務づける権利である。

憲法26条 の 「教育を受ける権利」が、このような 「社

会権としての教育を受ける権利」を含んでいることを端

的に示 しているのが憲法26条2項 後段の 「義務教育は、

これを無償とする」という規定であり、この具体化規定

としての教育基本法第4条2項 の 「国又は地方公共団体

の設置する学校における義務教育については、授業料は、

これを徴収 しない」という規定である。これ らの 規 定

は、憲法第26条1項 の権利を現実的に具体的に保障する

枢要な手段として同条2項 が 「義務教育」を規定 したこ

との部分であって、国家に義務教育費の公費負担、少な

くとも国公立学校における義務教育授業料の公費負担と

いう積極的財政的措置を義務づけているものである。ま

た、学校教育法第29条 には 「市町村は、その区域内にあ

る学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置 しなけれ

ばならない。」とされており、第40条 により これは 中学
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校にも準用されるが、これ もまた、希望する国民はすべ

て少な くとも授業料不徴収の国公立学校で教育を受ける

ことができるようにするための規定であって憲法26条1

項の社会権の具体化である。「社会権としての教育を 受

ける権利」は義務教育についてにとどまらない。前述 の

「教育の機会均等」の原則にも社会権性が含 まれ て お

り、とくに教育基本法第3条2項 の 「国及び地方公共団

体は、能力があるにもかかわ らず、経済的理由によって

修学困難な者に対 して、奨学の方法を講 じなければなら

ない。」 という奨学措置 義務づけ規定に明確に現われて

いる。

「社会権としての教育を受ける権利」の意味を明 らか

にするうえでいわゆる 「プログラム規定説」の問題があ

る。憲法制定議会においては、金森国務大臣は、 「教育

を受ける権利」について、国家が 「その権利を妨 げては

ならないという義務をもつこと」のみを認め、 「権利を

有するということに対 しまして、直ちにこれに対応する

義務があるか どうかと云 う時に於きまして、斯様な公法

の場合に於 きまして、的確 に相対する考えを必ずしも見

出し得ないのであります」と述べており、田中耕太郎文
く　の

部大臣は、憲法26条 の権利に対応 して国家が 「政治的な

義務を負う」ことを認めると同時に、 「或請求権があっ

て、そしてそれに対 して国家が履行の義務を負うという

性質のものではない」と述べている。田中耕太郎氏は、
(21)

さらに、後に学説 としても上と同様の考え方をとり、一

方において26条 の権利は 「教育の機会を与えられること

を国家に請求する権利」であり 「この権利に関する義務

者は国家である」と認めつつも、他方で同時に 「教育を

受ける権利を規定する憲法の条項はいわゆる綱領的規定

(Progfammvorschfi丘en)に 属 し、 法的義務が対応する

本来の意味の権利 と異なる性質のものである」と述べて
く　　　

いる。この学説がいわゆる 「プログラム規定説」であっ

て、一時期の憲法学界の通説であった。このような説に

よると憲法26条 の社会権の国家にその保障を義務づける

法的な権利としての実効性は、26条を受けた具体的な法

律が制定 されてはじめて生ずることとなる。

しか しなが ら、憲法26条 によ り直接に国家が国民の教

育を受ける権利に対応した厳密な意味での法的義務を負

うことは、全面的に否定 しきれるものではない。なぜな

ら、「たとえ教育を受ける機会は、すべての 国民に対 し

てひとしく開かれ、又教育上能力以外の事由でなん らの

差別的取 り扱いが されなくても、貧困で教育を受けるこ

とのできない者がある事実を認めないわけに は ゆ か な

い」か ら教育の機会均等の原則は 「義務教育無償」、「経
く　の

済的地位」による教育上の 差別の禁止(教 基法3条1

項)、 奨学の方法を講ずることの国又は地方公共団体へ

の義務づけ(同 条2項)を 必要とすることは事理必然だ

か らである。これに関連 して義務教育教科書費国庫負担

請求事件に関する最高裁判決(大法廷昭和39年2月26日)

は、「憲法26条2項 後段のr義 務教育は これを無償と す

る』という意義は、……授業料不徴収の意味と解するの

が相当である」と判示 し、反面において、国公立義務教

育学校の授業料のみの不徴収であ り 「授業料のほかに、

教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償

としなければな らないことを定めたものと解することは

できない」と判示している。 この判決は具体的な教科書
く　の

無償という教育を受ける者の社会権を否定しているが、

論理的には、国公立義務教育授業料不徴収について憲法

26条 の権利がプログラム規定ではな く、厳密な法的権利

であ りそれに対応する国家の法的義務があることを認め

ているわけである。
(25)

「社会権としての教育を受ける権利」がこのような厳

密な 法的権利の意味に 解せ られなければ な らないこと

は、 「およそ法律規定には法的効果を伴なうのが原則で

あるから、例外として訓示規定たることを主張するもの

は、その根拠を立証すべき」であるという一般論からも
く　の

主張 し得る。また、既述の26条1項 の 「法律の定めると

ころにより」の文言からも、 さらには、「生命、 自由及

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉

に反 しない限 り、立法その他の国政の上で、最大の尊重

を必要 とする」と憲法第13条 後段に明記 されていること

からも、 「社会権 としての教育を受ける権利」 を保障す
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るために、国に少な くとも立法措置が義務づけられてい

ることは明白である。それにもかかわらず、国の立法不

作為によって本来 「社会権としての教育を受ける権利」

が保障されるべ きであるにもかかわ らずその権利が保障

されていない人々がいるな らば、その人 々は憲法違反の

権利侵害を受けているわけである。その場合にはそうい

う人々は、人権尊重の憲法理念からは当然、裁判所に 「

要救済状態」の確認請求をすることができ、裁判所はこ

れを確認 して救済立法を制定すべきであるとの判決をし

なければならないはずである。その障害 として憲法訴訟

における当事者適格論上の問題があるならば、それらは

克服 されるべきである。
(27)

「社会権としての教育を受ける権利」の意 義は単なる

「教育を受ける自由」によっては、実質的に 教育 を受け

ることができないような国民に教育を受けることからく

る利益を現実的に保障するところにある。歴史的 ・社会

的 レベルでは自由権は社会権に先行 しているが、社会権

は 自由権を踏まえて その不足を補 うべ く形成 された価

値であり、教育は人類の獲得 した最大の成果に基づいて

人間の発達を指導すべ きものであるか ら、現代 日本で発

達してゆ く国民個々人にとっては 「社会権としての教育

を受 ける権利」が 「教育を受ける自由」の実質を形成す

る前提となっている。それゆえ 「社会権 としての教育を

受ける権利」 は、 「教育を受ける権利」の中核をなす。

この社会権の範囲が 「義務教育」や教育の機会均等のた

めの 「奨学の方法」措置義務づけ(教 育法3条2項)を

超えてどの範囲に及ぷかは、なお検討を要するが、一般

的に云えば国民生活の発展に応 じて拡大 してゆくもので

ある。近年では 「私学助成」や、「保育」、「高校義務化」

にこの権利の拡大の問題があ らわれている。 しか し、こ

の範囲は、もっぱら立法裁量によって決定され るもので

はな く、国民生活の発展 に応 じて客観的に規定 され るも

のであり、社会科学的に解明され るべきものである。

(4)「 その能力に応 じて、ひとしく」

憲法26条1項 の 「その能力に応じて、ひとしく」とい

う規定が自由権的規定と社会権的規定との二重の意味を

もっていることについて、すでに触れたところであるが

いますこし述べてお く。

憲法制定の審議過程におけるこの規定に関する立法趣

旨は、清水寛氏の研究によるとつぎのように概 括 され

る。すなわち、(i)「 あくまでも権利の主体である国民

に、教育を受ける機会を均等に保障することを中心的課

題 として」立法審議がなされた くiD「 『能力に応 じて』

は教育を受 ける機会の均等が、教育の方法 ・内容の機械

的画一性を意味するものではないことを示そうとした」

(iの 「『能力に応 じて』の注文は、少 くともそれによっ

て国民の教育を受 ける権利を積極的に制限することを意

図 して挿入 されたものではない」と。このうち、(i)
(2δ)、

は教育における差別を撤廃することを経済上の障害の克

服にまでわたって貫徹 しようとする 「教育の機会均等」

原則の積極的な意義を確認しているもので あ った が、

(ii)、(iiDに み られるように当時の教育観は、 能力に

対 しては消極的であって 「教育に当たって被教育者の能

力以外の属性によって区別 しない」というも ので あ っ
(29)

た。所与の能力に応 じた教育 ということであり、その点

では、現状を積極的に変えてゆかずに自由競争に任せる

という自由権のレベル、 「教育を受 ける自由」に対応す

る教育観であった。 このような教育観 は 「機会均等の原

則は同 じ能力のある者の教育機会が平等であるというこ

とである。こういう意味で能力主義を徹底する必要があ

る。能力による区別は差別ではない」 という 「人的能力
(30)

開発」政策の論理を教育に内在する論理で克服するもの

ではない。

しかし、上記のような消極的な教育観は、義務教育に

よって 「普通教育」を、すべての国民に保障しようとす

る憲法26条2項 前段の趣旨と整合 しないから憲法解釈と

して間違っていると言わざるを得ない。「普通教育」は、

ここではさしあた り、憲法 ・教育基本法成立直後の文部

省当局者にしたがって 「人たるものすべてに共通に必要

な教育」という意味に理解できよう。このような教育の
(31)

質と量をすべての国民に保障するという憲法26条 の規定
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は、必然的に、 「能力に欠陥があるものは、それだけ十

分な条件で教育機会が保障されるべきもの」という考え
(32)

方を要請 し、教育は人間を能力その他の何かによっても

区別 したり差別 したりすることを本旨とするものではな

く 「教育はほんらい人間の能力を発達させる働 き」とい
(33)

う教育観をこそ前提 とするものである。このようなわけ

で、「その能力に応 じて、 ひとしく」 との規定は、それ

が教育を受ける権利を保障しようとするもの で あ るか

ら 「社会権としての教育を受ける権利」の教育の質を上

述のようなものとして規定 しているものである。それゆ

え、 「われわれは、 ヒトとして生 まれ、『教育を受ける』

ことをとお して、はじめて、 『人間』にな りうるのでは

なかったか」 と言い 「人権の無差別平等の原則」(憲法

第14条)を 中心として、憲法第26条 について 「『ひ と し

く……権利を有する』が、憲法 ・教育基本法の 『教育の

機会均等』 条項の中核をなす理念であり、r能 力に応 じ

て(た)』 とは、権利をひとしく保障することを実質化す

るための補充規定である」(清水寛)と いう指摘は、鋭 く
(34)

適確な ものである。

しか し、念のためにつけ加えれば、 「社会権としての

教育を受ける権利」が憲法26条 の権利のすべてではない

か ら、この権利による保障の外では、憲法 ・教育基本法

の教育の機会均等の原則にもとつ く、公正な 「能力に応

じた」競争試験もあり得 る。たとえば、音楽大学がある

か らと言って 「才能のない者 もすべてひとしく専門の音

楽家になれるに必要なだけの教育を受ける権 利 を 有 す

る」などと言えないことは明らかだか らである。一定の

レベルを超えたそのような専門教育を受ける権利は、 「

教育を受ける自由」に属する。

(5)教 育の内容 ・方法についての社会権的効果

憲法26条 の 「教育を受ける権利」は、それが要求 しう

る教育の内容 ・方法について も社会権的効果をもってい

る、すなわち、これ らについても国家に積極的措置をと

ることを義務づけていると考え られる。

まずその理由を述べると、第一には、およそ教育に関

する権利である限 り、どんな質でも内容でも受 けられさ

えすればよいというような質的 ・内容的に無規定な教育

を受ける 「権利」な らば保障されて も何の意味もないか

ら、保障を要求する権利としての教育は、当然に何らか

の質的 ・内容的規定を帯びているはずだということであ

る。

第二に、憲法26条 自体が 「教育を受ける権利」の枢要

な部分 としての義務教育の内容を 「普通教育」 として規

定 していることである。だか ら、26条 はこのようなもの

としての義務教育保障の措置を国家に義務づけており、

この意味で 「教育を受ける権利」は教育内容面で も社会

権的効果をもっている。念のためにつけ加えれば、 「普

通教育」とは、憲法 ・教育基本法成立直後の文部省当局

者の解説によれば、すでに引用 したほかに 「入たる者に

はだれにも共通に且つ先天的に備えてお り、又これある

故に人が人たることを得 る精神的、肉体的諸機能を十分

に、且つ調和的に発達させる目的の教育」とされ、又、

「特定の技術、学芸を修得 させて特定の業務の遂行 に役

立たせることを目標とする特殊教育、専門教育ないしは

職業教育と区別される」と説明されている。この説明は
(35)

現代の教育学の水準に照 しても少な くともかけ離れたも

のでないことは確かであり、多少の検討の必要があろ う

とも、 「普通教育」が教育の内容 ・方法を規定する概念

であることは間違いがない。

第三に、憲法第26条 は宗像誠也氏が明解にのべたよう

に 「ほかならぬ憲法の中の1条 なのだか ら」「当然」に、

受ける権利としての教育の内容 ・方法は憲法 ・教育基本

法の趣 旨に沿った ものであることを要請 してお り、 した
(63)

がってその社会権としての部分には社会権性が当然に教

育の内容 ・方法にも及ぶと考え られ る。 この点、宗像氏

の説を受けて、永井憲一氏が力説するところである。そ
(37)

して、憲法 ・教育基本法の趣旨に沿った教育 とは、もっ

とも簡潔には、 「個人の尊厳を重ん じ、真理と平和を希

求する人間の育成を期する」(教基法前文)教 育である、

と言えるであろう。また、その教育内容 ・方法は教育基

本法第1条(教 育の目的)お よび第2条(教 育の方針)に
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集約的に表現 されている。とくに第1条 があげられる。

第1条(教 育の目的)教 育は、 人格の完成をめざ

し、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と

正義を愛 し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を

重ん じ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民

の育成を期 して行われなければな らない。

もちろん、上述の点に関して、同 じ憲法規範中に上述

のことが らを否定するような規範があれば問題は別であ

る。そして、近代的な人権思想にもとついた日本国憲法

炉当然に含んでいるはずの 「教育の自由」やすでにのべ

てきた 「教育を受ける自由」 あるいは 「現代国家の理

念とするところは、…・・個 人の内面に干渉 し価値判断を

下すことをしない」(教科書裁判杉本判決)と 言われるよ

うな事柄との関係が問題として考えられる。この点につ

いては、 「憲法 ・教育基本法は、特定の価値観あるいは

思想的立場に立つとはいっても、その立場 は、人間の尊

曄を認め学問 ・良心の自由を認める・という立 場 で あ

り、それを狭めたり統制した りするという立 場 で は な

く、『また戦争によって人間が破滅することを許 さない立

場である」(宗像誠也)か ら憲法 ・教育基本法の趣 旨に沿
　　 　

った教育を要求 し実施 して も上述のごとき自由を否定す

るものではないと考えられる。この点に関 して、兼子仁

氏によれば、憲法 ・教育基本法が教育目的 ・教育の目標

を規定 していてもそれが思想良心の自由 ・学問の自由 ・

教育の自由にてい触 しないと考えることは教育基本法立

法当時立法者の理論的前提とされていたところであると

されてお り、そのことの正当性は、国家権力からの教育
く　 ラ

の自由を最大限に力説する有倉遼吉氏も認めているとこ

ろである。 とはいえ、 「社会権としての教育を受ける権
くらの

利」は、受ける権利 としての教育の内容 ・方法を上述の

ようなものとしてその義務履行を義務づけており、国家

は、もちろん親や雇用者が子 どもに義務教育を受けさせ

ない自由や、公教育教員が 「社会権としての教育を受け

る権利」に応える教育において超国家主義やファシズム

を教育する自由は、 これ らを認めていない。 こうした 「

自由」は、それよりもはるかに重要な子どもの基本的人

権、とりわけそれの一部としての教育を受ける権利を守

るために、憲法 ・教育基本法においては否定されている

のである。

以上のような理由で、 「教育を受ける権利」のうちの

社会権としての部分は教育の内容 ・方法についても権利

の内容を規定している。

ところが、これに対 して、憲法26条 の 「教育内容につ

いて(の)社 会権的効果を否定」することが 「正当」で

ある、とする有倉遼吉氏の見解がある。また、憲法26条
(41)

は、教育内容については自由権としての性格を、教育の

外的条件については社会権としての性格をもっている、

とする影山日出弥氏、浦 田賢治氏の所説も教育の内容 ・

方法についての社会権的効果を否定 している。そこでこ
(42)

れらの諸説を検討すると、教育の内容 ・方法についての

社会権的効果をどのように理解するか、が問題 となる。

社会権を 「国家の不作為を要求する自由権 と異なり、国

家の立法 その他による積極的配慮を要求する」 もの と
に 　ラ

し、かつ、そのプログラム性を否定するな ら、教育の内

容 ・方法についての社会権的効果とは、 「教育の内容 ・

方法について国家に立法その他による積極的措置を義務

づける」 ことと理解すべきであろう。すると、 このよう

な教育の内容 ・方法についての国家の積極的措置 として

は、国家行政機関による教育内容 ・方法の権力的統制だ

けを理解する必要はなく、立法、裁判のほか、行政機関

による 指導 ・助言を中心にその他教職員配置、 学校制

度管理、物的条件整備等をつ うじての実際上しかるべき

教育の内容 ・方法が行なわれ るようにという措置が当然

に含まれると考えられるのである。国家機関のこれらの
ぱの

活動の結果 として教職員、国民、公教育機関の 「社会権

としての教育を受 ける権利」充足の活動が行われるよう

になるならば、それ もまた、国家の義務履行の一つの形

態だと考え られるのである。上記の諸説は、このような

意味での憲法26条 の教育の内容 ・方法についての社会権

的効果を否定するものであろうか。そうであれば不当な

見解と言わざるを得ないが、む しろ、問題は 「社会権」

概念の理解にあると考 えられる。社会権に対応しては義
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務を国家が負い、その機関としての国家機関が第一次的

義務を負うとして も、勤労者の団結権を考えれば使用者

もまた団体交渉に応ずることを義務づけられ るな ど 団

結権に対応する義務を負うことが明白なように、国民そ
く　ち　

の他もまたその立場に応じて権利充足の義務を負うので

あり、その義務履行の条件を整えるのもまた国家機関の
(46)

とるべき措置と考え られるのである。上記有倉氏等の所

説の意義は、むしろ、教育の内容 ・方法についての行政

機関の不当な権力的介入を排除 しようとする点にあり、

その必要に応じた義務履行の形態については後述する。

さらに、教育の内容 ・方法に関する 「社会権としての

教育を受ける権利」を以上のように理解するとして、そ

のような理解で教育による社会的進歩、人間の進歩が可

能 と考えられるか、という問題がある。すなわち、たと

えば、 「日本国憲法のもとにおける教育の内容は、 日本

国憲法や教育基本法に適合 したものでな くてはならん」

とし、国家機関にこれを守ることを要求するとともに、

それだけでなく国民が要求する教育内容も日本国憲法が

想定するようなものであるとするな らば、 日本における

教育 は憲法 ・教育基本法にわ くづけられるので 「教育を

通ずる進歩ということはなくなるん じゃないですか」(尾

吹善人)と いうような問題である。この問題は、直接に
(47)

は永井憲一氏の所説に対する疑問 として提出され て い

るが、ここでの問題 としてとらえるならば、一つには、

憲法 ・教育基本法による内容的規定を受けるのは、 「社

会権としての教育を受ける権利」であると限定 して考え

る必要がある。家庭教育その他私教育において自由権と

しての 「教育を受ける自由」や自由権としての 「教育の

自由」が認められ、そこではたとえ憲法 ・教基法の価値

観からすれば望ましか らざる教育で も、他の人権を侵 さ

ない限り認められるわけである。公教育において も、「社

会権としての教育を受 ける権利」に対応す る教育を超え

る部分では、 自由権 としての 「教育の自由」が認められ

るはずである。もっとも、現実にはこのような自由が認

められる教育の部分は、「社会権としての教育を受 け る

権利」に対応する教育の部分と密接に結びついているか

ら容易に機械的には分けられない。二つには、 「社会権

としての教育を受ける権利」に応える公教育、たとえば

義務教育は、憲法 ・教育基本法の趣旨に沿 ったものであ

ることが要請 されるが、その憲法 ・教育基本法 自体が公

教育において学問の自由、国民の教育に対する創意工夫、

教育の自主性尊重等を原則的に要請 しているのであるか

ら 「社会権としての教育を受ける権利」を損 わ な い 限

り、自由権としての 「教育の自由」 も最大限に尊重され

るわけである(こ れが公教育における 「教育の自由」の

問題であると考えられる)。三つには、上記の尾吹氏のよ

うな疑問の中には、 「憲法 ・教育基本法には、…定の歴

史的段階に到った際、それ以上の社会進歩を不 可能にす

るような基本的な限界 ・障害を内在 している」という認

識が暗黙の前提としてあるのではないか、と考えられる

のであるが、そのような限界 ・障害はそれほど自明では

な く、この点、検討を要する。本稿においても、いま少

しは、後述するところである。

(⇒ 憲法26条 の権利 に

対応 す る義務を負 う者

憲法26条 の権利に対応する義務には 「教育を受ける自

由」に対応する不作為義務と 「社会権としての教育を受

ける権利」に対応する作為義務とがある。そして後者の

作為義務を負 うのは、 すでに述べてきたように、 まず

は、国家であると言えよう。そして、 「国家」は、もっ

とも一般的には、 「一定の地域(領 土)を 基礎とし、固

有の支配権(国 家主権)の もとに、一定範囲の入罰(国

民)に よって組織 される、政治的な組織体」ど 珪解 され

ている。 しか し、義務の主体を法的に論ずるには、いま
く　　ラ

少 し分節化 して考えなければな らない。すると結局、以

下に述べるように、憲法26条 の 「教育を受ける権利」に

対応する義務は、国および地方公共団体の機関、公教育

機関とそこにおける個々の教職員、子女の保護者を中心

とした 個 々の国民が 分担 して負 うと考えられ るのであ

る。
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まず第一に、 「社会権としての教育を受ける権利」に

対応する義務は国および地方公共団体の機関が負 う。と

りわけ、 「国」すなわち 「法律上の権利 ・義務の主体 と

してとらえ られた国家」(末 川博編 「法学辞典」)の 機
(49)

関が第一義的な義務を負 う。

「社会権としての教育を受ける権利」が、その保障の

ために立法機関に必要な立法を義務づけ、司法機関に国

の作為 ・不作為による権利侵害排除のために裁判を義務

づけるものであることは、すでに述べた。

いま少 しつけ加えて述べれば、立法は、憲法のもとで

は、憲法規範に従った立法であることが義務 づ け られ

る。したがって教育に関する法律主義は、法律によりさ

えすれば何をきめてもいいというようなこととは当然に

違う。準憲法的な 「教育基本法」が存在する限りは、 こ

れを改正することを明記 した法律がない限り、教育に関

する法律は 「教育基本法」の下位法としてこの規範に沿

ったものでなければならない。
(50)

また、裁判官は日本国憲法及び法律にのみ抱束される

(憲法第76条3項)が 、 当然に教育条理による抱束をう

ける。教育裁判については 「裁判所には、歴史解釈や教

育の本質、民主主義の本質についての見解を、判決とい

う形で おしつける権利は もともとないはず(で ある)」
(51)

という見解があるが、少な くとも、人権の擁護、人権相

互間の調整ないし人権の総合調整に必要な限りでは、裁

判所は、上記引用の指摘することがらについての見解を

表明し判決する権限が認められるはずである。たとえば、

精神的自由権に関する裁判 においては裁判所の価値観表

明を前提とせ ざるをえず、これを否定すれば精神的自由

権救済の道が閉ざされるにいたることは、有倉遼吉氏の

指摘するとおりであろう。
　ら　　

より日常的には、国民の 「教育を受ける権利」に対応

する義務は行政機関が負 う。 しかし行政機関が直接に国

民を教育することは 認められない。 教育基本法 第10条

教育を受ける権利

は、 広義の教育とその一部としての教育行政とを区別

し、両者に対する不当な支配の排除とそれぞれの国民全
(53)

体に対する直接責任とを前提としたうえで、教育行政は

教育基本法第1条 の規定する 「教育の目的を遂行するに

必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければな

らない」としている。 この 「諸条件の整備確立」を通 し

て行政機関は 「教育を受ける権利」に対応す る義務を履

行するのである。

この行政機関が行な う「諸条件の整備確立」には、(i)

財政的条件の確立、(ii)就 修学通学条件、発達環境の整

備、(iii)教育施設、設備、備品の拡充、Gv)教 職員の配

置、その労働条件の向上、(V)子 ども ・青年、父母、国

民、教職員の自主的 ・自治的な共同の営みとして教育を

運営 してゆ くための体制 ・組織づ くりめ援助、(vi)教 育

における自主性を前提とした教育の内容 ・方法に関する

指導 ・助言が含まれていると考えられる。もちろん、こ

れらの行政は、憲法 ・教育基本法とその具体化としての

法律にしたがうものであることが要請されている。

しか し、教育の内容 ・方法に関する行政機関の権力的

介入は、人権の相互調整ないし総合調整の必要にもとつ

いて憲法 ・教育基本法に違反するものを排除する以外に

は、認められない。憲法に確認されるはずの 「教育の自

由」ほか明文化されている様々の精神の自由、教育基本

法にみられる教育の自主性尊重の原則(2条 、10条 、1

条)、 教育の国民全体に対する直接責任の原則(10条)、

教育に対する不当な支配排除の原則(10条)等 がこのこ

とを要請 しているからである。したがって、 「学習指導

要領」や教科書検定は、これについて文部省は 「国民の

合意により、教育基本法 ・学校教育法等を定め、これに

基づき適切な教育内容を確保し教育水準の維持向上を図

るため教育課程 の基準を定め、教科書の検定を行なって

いる」と称 しているが(「教科書検定訴訟の第一 審 判決

について(通 知)」文初検第398号 ・昭和45年8月7日 、

初等中等教育局長)、違憲 ・違 法 を免れない。憲法 ・教

育基本法規範に従う限り、法的拘束力をもって教育の内

容 ・方法に介入できる範囲は、憲法 ・教育基本法違反を
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排除することに限 られ る。憲法 ・教育基本法に違反 した

内容 ・方法の教育が 「社会権 としての教育を 受 け る権

利」に応ずるべき公教育において行われている場合、こ

れを排除ないし克服するのに法的強制力をもってするご

とが適 当か否か、適当な場合、如何ように行われるべき

かについてはなお今後に検討 したい。
(54)

② 公教育機関とその教職員

上記のように行政の役割は限定され、国民の 「社会権

としての教育を受ける権利」に応えて教育行政ならざる

狭義の教育活動を行うものは学校、保育所、公教育とし

ての社会教育機関等の公教育機関であり、そこにおける
く　 　

教員、保母、社会教育の講師をはじあとする教職員であ

る。したがって、これ らの機関および教職員が 「教育を

受ける権利」に対応する義務を負 うことは疑いえない。

もちろん、 「教育そのものは人間的な信頼関係の上に立

ってはじめてその成果をあげ得る」ものであるか ら、「教

育の場にあって被教育者に接する教員の自由な創意と工

夫とに委ね」 られるのが本質的な事柄である。だか ら教
(56)

育を受 ける者に対 して教育者の負うものは、第一義的に

は、法的な 「義務」ではな く道義的な 「責任」である。

教育基本法第10条1項 に言 う教育の国民全体 に 対 す る

「直接」の 「責任」には第一にこの意味が含まれている。

しかし、現実には低学力、非行にあらわれているように

子ども、青年の 「社会権としての教育を受 ける権利」が

充足されているとは言えず、その責任の大半が国ない し

地方公共団体の機関にあるとして も、そうとばか りも言

えず、また、行政機関は直接に教育する権限もないわけ

であるか ら、公教育機関とその教職員が 「社会権 として

の教育を受ける権利」に対応する法的な義務を負 うこと

は否定 しがたいし、必要なことでもある。

そこで問題 は、国家に対 して要求 したはずの 「教育を

受ける権利」の教育そのものの保障義務は、どのような

構造ないしルートで公教育機関とその教職員の義務とな

るのか、 ということにある。

この点について、すでに述べたように、憲法26条 の権

利に対応する義務は、教育の内的事項については公教育

機関およびその教職員が負い、教育の外的条件整備につ

いては国家機関ないしは行政機関が負う、と単純に二分

する説がある。 しか し、こうした説 は、 「教育を受ける
(57)

権利」の教育内容 ・方法に及ぷ社会権的効果を否定する

ものであり、 この点に関する批判の一部は既述のとお り

である。 この説によれば、一つには、現代 日本に生 きる

人たるにふさわしい最{邸艮度の学力 ・人格的資質等を獲

得するに必要なだけの教育が内容と方法にわたって現実

に保障されるべきことを教育を受けるもの 自身の権利 と

して主張 し得ない。二つには、教育の諸条件が教育を受

けるものの要求する教育内容 ・方法に従ったものとして

整備確立 されるべきことを、教育を受けるもの 自身の権

利 として(一 教育する教員等を媒介としてではな く)主

張 し得ない。

宮島発氏のつぎのような見解はこのような説の難点を

克服 して上述の問題 に基本的に応えているものであると

考えられ る。やや長いがあえて引用す る。

「受教育権は公法上のいわゆる社会権として、学習権は

私法上の概念として整理 してみてはどうであろうか。だ

とすれば、受教育権は国(地 方公共団体)に 対する国民

一 最広義には一 の権利であり、外的事項としての条

件整備などに関す る請求権 もこのなかにふ くまれるわけ

である。そして学習権をば、具体的に在学契約か ら発生

する生徒の権利としてとらえ、かつ受教育権によって保

障されるものとするのである。 したがって受教育権のな

かで も内的事項に関する請求権、すなわち、生徒の科学

的認識内容を豊かにするための教育を行なえとの請求権

によってうらづけられるわけである。 しかし、受教育権

のなかでのかかる請求権は、対国家との関係においてス

トレー トに内的事項それ自体を請求す るのではな く、科

学的認識内容を豊かにする教育をおこないうる教職員を

雇え、との意味内容を有することはい うまでもない。…

…もちろんかかる学習権は、直接には対教員にむけられ

る。」
(58)

ここで言われている 「受教育権」は、説明はないが、
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憲法26条 にもとつ く 「教育を受ける権利」と考 え られ

る。 本稿の立場では、 「社会権としての教育を受 ける権

利」と限定すべきこととな る。 ここで使われている 「学

習権」という言葉の用法は必ずしも教育法学の通例に従

ったものとは考えられないが、その意義内容は上記引用

中に明らかである。 ここで言われている 「在学契約」は、

これにもとついて対等者間の非権力的な私法上の権利 ・

義務関係 としての在学関係が発生する契約であり、 「社

会権としての教育を受 ける権利」の充足を国家機関に要

求 した場合には国家機関のその義務履行 としての行政処

分により形成 されるものと理解 してよいであろう。本稿
に 　　

の立場からすれば上記論旨は在学契約に限らず と も よ

く、 「社会権としての教育を受ける権利」 がもしも保育

や社会教育 の一部にも及ぶならばそれ らを含めて、教育

を受ける契約として拡大 して考えてよい。 、

要するに、憲法26条 にもとつ く 「社会権としての教育

を受 ける権利」は、在学関係等の教育を受けることがで

きる関係にはいれるよう国ない し地方公共団体の機関に

要求 しその保障を義務づけることができる権利である。

その権利のうちには、それによって発生する在学契約等

において享受する教育が憲法 ・教育基本法の趣 旨に沿っ

た内容 ・方法のものであることを要求する権利が含みこ

まれている。この後者の権利は、国ないし地方公共団体

の機関の行政処分をつ うじて結ばれる在学契約等を経過

して具体的には公教育機関ないしはその教職員に対する

権利として発現する。そこには私法上の権利 ・義務関係

が発生 し公教育機関ないしその教職員はそのような義務

を負う。以上のように理解できるわけである。

㈲ 国民、 とくに保護する子女をもつ国民

国民の 「教育を受 ける権利」に対応する義務は、その

他の国民個々人もその立場に応 じて法的義務ない しは少

なくとも道義的責任を負 うている。

まず、憲法26条2項 前段は、、「すべて國民は、法律の

定あるところにより、その保護する子女に普通教育を受

けさせる義務を負ふ」と明記 している。この規定は1項
(60)

の国民の教育を受 ける権利の実効性を保障するための規

定である。 したがって、ここにおける義務に対応する権

利の主体は、第一次的 ・本質的には1項 の権利主体とし

て教育を受 ける国民であるから、結局は2項 に お け る

保護を受ける子女国民であることは疑い得ない。すなわ

ち、保護する子女をもつ国民は、その子女たる国民に対

して教育を受けさせる義務を負うている。この保護する

子女をもつ国民の義務は、現行実定法上は、保護する子

女を就学させる義務として具体的に制度化され て い る

(学校教育法22条1項 、39条1項)。 この就学させる義務
く　ユラ

違反には罰則がともなっている(学 校法91条)。

このほか、 「教育を受 ける権利」に対応する義務は、

保護する子女をもつ国民以外の国民にも実定法上で義務

づけられている。そのようなものとして、使用者がその

雇用する学令子女の義務教育を受けることを妨げてはな

らない義務(学 校法第ユ6条)、 満15才 未満の児童を労働

者 として使用してはな らない義務(労 基法56条1項)が

あり、その他年少労働者の保護義務(労 基法第6章)も

「教育を受ける権利」に関係する。 これらの義務違反 に

も罰則がある(学 校法90条 、労基法120条)。 また、児童

福祉法第1条 には 「すべて国民は、児童が心身ともに健

やかに生まれ、且つ、育成 されるよう努あなければなら

ない。」と規定されている。

このような事実を踏 まえて原理的に考えるな らば、永

井憲一氏が述ぺ るように、 「その(憲 法26条2項 の一

引用者)"義 務"と は、主権者である国民が一 親 も教

師もすべての国民が主権者たる一国民として一 次の時

代の主権者となる子女(国 民)を 憲法理念に即して教育

する義務である。その義務は、保護する子女なき国民と

て、それをまぬかれ うるものではない」、 「国 民主 権の

憲法下において、…∵いわゆる"国 民の、国民による、

国民のための教育"を 実現すべき義務と責任は、国民全

体が連帯 して負 うべ きものである」と考えることができ
く　 　

る。 しかし、 このように言 う場合、法的義務と道義的責

任との区別が必要であり、なお検討を要す る。
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日

教育を受ける権利

史的な憲法上の規定が 「教育を受ける権利」であり、日

現代教育の理念 としての教育を

受ける権利

以上のような憲法26条 の 「教育を受ける権利」は現代

日本の教育にとって如何なる役割を果たすのか、 これこ

そが 「教育を受 ける権利」研究の基本問題である。

その解明のために、教育学的には「教育を受ける権利」

はどのように評価 されどのようにとらえかえされるべき

なのか、 このことを先行研究に学びつつ明 らか に して

「教育を受ける権利」評価の視点としたい。

(1)教 育の本質と子 どもの権利

この点で多 くを教えているのは堀尾輝久氏であってそ

の説 くところの要点はつぎのようである。
く　 　

(D「 人間は、自然と社会に主体的に働きかけ、それ

を変えることを通 して、自らを も変革 していく存在であ

る。」そのような人間の変化 ・発展が発達である。 とり
※わ

け、未成熟な子どもは、 「成人や教師の予測をこえう

る」豊かな成長 ・発達の可能性をもったr発 達の可能態

」である。教育 とは、そのようなものとしての 「ひとり

ひとりの子 どもの能力の可能性を全面かつ十分に開花 さ

せるための意図的ないとなみであ り、教材を媒介とし、

子どもの発達に照応 した学習を指導し、発達を促すいと

なみである。」

(ii)近 代における人権思想と発達の 可能態と しての

「子どもの発見」とは、 「子 どもの権利」 を確認 させた。

「子どもの権利とりわけ学習の権利は、 人権のひと つと

して他の権利と並ぷ権利であると同時に、生存権、幸福

追求権あるいは将来における政治上の権利などの諸権利

の実質を保障する権利 という二重のいみを もつ。」だか

ら、 「子 どもの成長 ・発達の権利 と、その実質を保障す

る学習の権利は、子どもの権利の中核をなす。」

GiDこ のような 「子どもの学習権」は、「自己充足的

権利ではない。」「学習の権利は、それにふさわしい学習

の指導 としての教育をまって、はじあて現実の意味をも

つ。」このような子どもの学習権の思想の20世 紀 的世界

本国憲法第26条 の 「教育を受ける権利」の規定もそのよ

うなものなのである。

(2)現 代教育の目的理念 としての全面発達

以上のような堀尾氏の所説に学びつつ、これを深めて

ゆきたい。

まず、全面発達の現代的な意味を明確にする、 という

ことである。上記引用にあるように、堀尾氏は、教育の

理念は 「子どもの能力の可能性を全面かつ十分に開花 さ

せるためのための意図的ないとなみ」である と して い

る。同 じことを、教育は 「人間の全面発達のための意図

的、組織的ないとなみ」とも表現 している。そして堀尾
(64)

氏によれば、このような教育の理念は憲法 ・教育基本法

の理念にとりこまれているとされる。その際、堀尾氏が
(65)

その論拠 としてあげているのは、教育基本法 制 定 直 後

の、その第1条 についての文部省当局、文部省当局者た

ちのつぎのような解説である。

「人格の完成とは、個人の価値と尊厳との認識に基き、

人間のあらゆる能力を、できるかぎりしかも調和的に発

展せしめることである」(昭和22年5月3日 文部省訓令第

4号)。

「人格の完成とは、 これらの人間の諸特性、諸能力をそ

れの完全、即ちそれがあ らねばな らない状態にまで持ち

きたすことであり、更にこの人間の諸特性、諸能力をそ

の内容の全方向に一 しかも各方向が統一と絶 えざる連

絡とを保持 しなが ら一 発展せ しめ、個人をそれぞれの

能力に応 じて、なるべ く完全ならしめることである」(文

部省調査局審議課内教育法令研究会編集、調査局長辻田

力 ・東大教授田中二郎監修、文部事務官安 田健 二 執筆

r教育基本法の解説』国立書院1947年12月 発行、60頁)。

ここにおける教育の目的理念としての全面発達は、人

類普遍的な概念と言っていいものであろう。問題は、現

代 日本においてなぜこれが達成されていないのか、いか

にすればこれが達成されるかであり、これ らの観点を含

みこんだ、まさに現代 日本の課題 に応え うる教育の目的
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理念とはどのようなものか、である。

この点については、小川太郎氏が解明 してお り、要約

するとつぎのようである。

階級社会、とくに資本主義社会での精神労働と肉体的

労働との分業による分裂、これが人間の一面的発達をも

たらしている原因であり、人間的諸能力の調和的な最大

限の発展を妨 げているものである。この精神労働と肉体

的労働の分業の克服のためには、同時に、階級対立のな

い社会、人間による人間の支配のない社会が実現されな

ければな らない。そのような全面発達への条件は、 しか

しなが ら、ほかな らぬこの資本主義社会に生産技術の進

歩 と大工業における総合技術的能力の発展として、また、

全面発達を実現する力もまたこの資本主義社会の中に、

団結とヒューマニズムをともなった、資本主義と闘 う労

働者階級と人民の要求と闘争の力として生まれている。

現代資本主義社会における人間の全面発達 とは実にここ

にみ られるものであって、 「人間的な諸能力の可能なか

ぎりの調和的な発展、とくに知的能力と肉体的 ・総合技

術的能力の統一的な発展が、労働者のヒューマニズムと

集団主義の意味での道徳的な性格 ・信念と結合 されるこ

と一 これが全面発達の具体的な内容である。」さらに、

労働者階級にとっては、自己の階級のみならず、 自国の

人民、すべての民族の人民の全面発達が自らの要求とな

り、そのことによって教育の問題でも労働者階級は、人

民各層を自己のまわ りに統一するのみならず、すべての

民族との結合をもつ くり出すのである。
(66)

また、牧柾名氏は、教育に対する労働者 ・人民の権利

運動の中で追求されてきた基本的人権としての教育権の

内容は 「q)人 民の知的精神的自立一 それに密接不可

分なものとして知的探究の自由、(ii)労 働権の本質的保

障、(iの 人間が知的 ・精神的 ・肉体的能力を全面的に発

達させる権利、Gv)自 覚 した政治主体として自己自身を

形成すること。」の四つ を含む ものであると概括 してい

る。そ して、全面発達については、「全面発達の権利は、
く　の

じつは 教育権の もっとも本質的な内容を なすものであ

り、他の三つの内容がこれにふ くまれるような性質のこ

教育を受ける権利

とがらである。」「全面発達の権利という思想は、… ・・現

実に存在する1精 神労働と肉体労働の分離、肉体労働へ

の蔑視、労働者の無権利、労働力が商品として搾取され

ていることを止揚 していくことと密接不可分の要求であ

る」、 と述べている。上述の小川太郎氏と基本的に同様

の見解 と言えよう。

憲法 ・教育基本法立法当時においてその教育の目的理

念として 「人格の完成」という言葉にこめ られた普遍的

な意味での 「全面発達」の理念は、現代 日本 に お い て

は、以上のように、資本主義的人間疎外を克服 してゆ く

人間の全面発達として発展的にとらえかえされるべ きで

あろう。以下、単に 「全面発達」と言えば、このような

意味内容をさすこととする。

③ 国民の発達の 「再分肢」としての教育

つぎに、堀尾氏においては、教育はいわば 「学習の再

生産」としてとらえられているのであるが、む しろ、「国民

の発達のr再 分肢』」とでも表現すべき 内容のもの とと

らえることが適切であると考えられる。

堀尾氏によれば、 「国民の学習権」とは、 「すべての

国民の、まさに生涯にわたっての真実を知 る権利、探究

の自由」であり、人権の原理を中心とした近代憲法がそ

の精神の自由保障の一環 として当然に認めるところのも

のであり、 したが って 日本国憲法にも明文の条項による

規定をまつまで もな く含み込まれているはずの 「憲法的

権利」であるとされ、また、 「国民の教育権の主張とい
く　　ラ

うのは、まさに国民みずからの生涯にわたっての学習権

の思想を前提にしながら、子 ども ・青年の学習権 の特殊

に重要な意味に着 目し、子 ども ・青年の学習権を中心に

すえて、親、教師、学校、地方公共団体、国等、教育に

かかわるものの権利 と義務、責任 と権限の関係をいわば

構造的にとらえる。その権利 ・義務関係の総体が教育権

だ」とされる。そして、「学習」については、一方では、
　　　ラ

「学習ということは、そういう(=「 既存の、 すでに明

確な知識や技術をいわば受動的に写 しとる」(堀尾)一

引用者注)受 動的な活動にはけっしてないのであって、
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人間にとって、むしろ基本的な探究的 ・主体的な活動で

ある」とされ、他方では、 「学習」は 「環境の変化に対
(70)

して探究しつつ適応する活動であるとともに、その活動

の適否によって経験が再構成され、より適確で豊富な適

応の仕方を生み出すかどうかを規定する行動 な ので あ

る」「学習の権利は子どもにとってことに基本的である」

「子どもの学習は、意識的な指導によって方向づけられ

る」とされている。
(71)

しか し、右のような理解で、主体としての人間の 「学

習」と生物(学)的 な子どもの 「学習」とが 「教育」を

媒介として統一一的に理解され、 「国民の学習権」 と 「子

どもの学習権」とが 「教育権」を媒介として統一的に理

解 され うるであろうか。まず、一方では、堀尾氏がいう

ように学習だけが教育の前提なのではな く、むしろ、教

育 は、宮原誠一氏が 「社会的諸機能の再分肢」なる概念

でつとに明らかにしたように、精神文化のみならず政治

・経済 ・文化の全分野にわたる必要を人間化 し主体化す

るものと原則的に理解する必要がある。そしてそのよう
(72)

な人間化 し主体化すべき価値を含み こんだ社会発展の前

提には、堀尾氏 も述べているように、環境変革と自己変

革の主体としての人間の発達があるわけで あ る。 つ ぎ

に、他方では、発達は個人の精神機能のみならず心身の

全面にわたる発達として理解されるべきことも明らかで

あろう。

このように考えると、環境変革と自己変革の主体とし

ての国民の歴史的社会的全面発達が教育の前提であ り、

その教育は目的意識的に国民の発達の必要を人間化し主

体化する活動として国民のひとりたる子どもの心身の全

面発達を指導するのである。簡単に言うと、教育は発達

に 内包されて いるとともに発達の必要を人間化し主体

化するのである。 このような教育のはた らきは、 さきの

宮原氏の用語にならえば、 「国民の(全 面)発 達の 『再

分肢』」ということができよう。

(4)発達に必要な活動を保障 ・指導 される権利

さらには、 このように教育を学習との対応でみるだけ

でなく発達全体との関係でみることからの論理的必然と

して、人間が子どもか ら大人へ となりゆ く発達の過程、

生まれた時のほとんど本能 しか もたない生物学的存在か

ら真の主体 としての人間へとな りゆ く人間の発達の過程

をそれとして明確にしなければならない。そのとき、発

達の指導としての教育の働きはよりいっそう明らかにな

るのである。

この点では、子 どもの発達過程をば 「主導的活動」な

いし 「活動の主導的形態」によって区分 される発達の諸

段階から成 るものとして理解する近年の心理学ないし教

育学の成果に学ぷべきである。 このようなとらえ方は、

なお多 くの論争的問題を孕んでおり、その具体的な主導

的活動形態区分、発達段階区分は未だ仮説の域を出ない

と考えられるが、関連諸説から学んで敢えてその基本的

な考え方をまとめてみると次のように言えよう。

子 どもの発達は、子どもが大人の指導と援助を受けつ

つ、そのような大人との間、文化的 ・自然的 な 物 と の

間、他の子どもたちとの間、総 じて言って、人間的環境

との間でとりかわす相互作用、とりわけ子どもの側から

の活動 ・そのなかでも能動的活動によって生 み 出 さ れ

る。それゆえ、子 どもの発達の源泉は、子どもの活動な

いしは子どもの活動の規定者である環境 と子どもの内的

条件とである。とりわけ、子どもの精神発達 に つ い て

は、その源泉は入間的環境にあると考え られる。文化(一

一広義の)に よって特徴づけられる人間的環境 を欠いて

は、子どもの生物的発達はあり得ても人間としての精神

発達はあ り得ないか らである。しかし、全体としての生

活を成 り立たせている様 々な種類の活動の個々がその人

間の発達に対 して同等の役割を果たすのではない。所与

の発達段階では、ある一定の種類の活動が発達にとって

決定的役割を果たす。 これが当該発達段階での 「主導的

活動」である。この活動は、その発達段階にある人間の

人格構造を特徴づけるものであるとともに次の時期の新

しい活動を荷 う能力や機能を自己の中から生み出すもの

で もある。
(73)

ではどのようなものが主導的活動 として確認されるか
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ということになると、人間の全発達段階をなす ものとし

てあげられる主導的活動の個々とその組とは、十人十説

と言うほどに未だ確定 していないが、もっとも共通にあ

げられている主導的活動を発達の順序に従って あ げ る

と、(i)乳 児期の直接的情動的接触 ・交流、(iD幼 児期

の遊び、(ilD児 童期の学習、(iv)青 年期の労働などがあ

る。 このほかに、 現代社会においては、 少な くとも、

(V)成 年期の民主主義の活動、を挙げねばな らないので

はないかと筆者は仮設的な見解をもっているがこの点に

ついて言及した研究を知らない。

似 上のような考え方に立つと、教育を受 ける権利は発

達を生み出す活動とりわけ各々の発達段階においてその

主導的活動を保障され、かつ、その活動をつうじての発

達の指導を受ける権利として把握されなけれ ば な らな

い。そうすると、同 じく教育を受ける権利 といっても、

遊びを中心にして発達の指導を受ける幼児の権利、職業

専門的労働を中心にして発達の指導を受ける青 年 の 権

利、等々と、その権利の保障のされ方は相当に違って く

るはずである。近年の障害児教育運動における教育の権

利 と医療、社会保障、労働、政治の諸権利 との区別と統

一による全面発達の権利の主張、 「保育を受け る権 利」
くアの

の主張、 「教育と福祉の権利」の主張、 「職業訓練を受
(76)(76)

ける権利」の主張ないし 「教育と生産労働との結合」の

主張、 「国民の学習権」ないし 「住民の学習権」の主張
く　り

等々は、発達に必要な活動と教育を受けることとが統一
(78)

されるべきことをその保障されるべき具体的活動の特殊

性に着目しつつ権利 として主張 しているものである。

四 「教育を受ける権利」評価の

展望 と課題

憲法26条 の教育を受ける権利は、上記のように、すべ

ての国民が全面発達するために発達の活動を保障され指
　 　

導を受ける権利 としてとらえかえすべきである。そのこ

とは、敢えて述べれば、 「人間は誰でも自分の能力を完

全に発達 させる権利をもっている」という、人間の人間

的な感情に根 ざした要求が要請す るものである。そして

日本国憲法 もこのような人間の感情に対 して無関心では

な く、それ どころか、 「幸福追求に対する国民の権利に

ついては、……立法その他 の国政の上で、最大の尊重を

必要とする」(第13条)と 言及 しているのである。

しか しながら、そのことと、憲法 ・教育基本法規範の

もとで教育を受けることをすべての国民の全面発達のた

めの権利として推進 してゆ くことが法的に可 能 か ど う

かとい うこととは区別 して考え られなければならない。

後者の問題の解明のためには、憲法 ・教育法規範がそも

そも⇔で述べたような全面発達を志向する法規範を内在

しているのかどうか、それを可能にする法規範を内在 し

ているかどうか、それを妨げるような法規範を内在 して

いないかどうか、等の検討がなされなければな らない。

以下では、諸説を手がかりにしてこれ らの点について

の検討を深め、憲法26条 の教育を受 ける権利を正確に評

価するための今後の課題のい くつかを明らかにしておき

たい。

(1》憲法 ・教育基本法評価をめぐる諸見解

まず、憲法 ・教育基本法に対する評価の様々な立場を

みてみる。

その一つは、 自由民主党の立場であって、当面、議会

勢力の関係で憲法改正が不可能なので、教育基本法の廃

止を図ろうとするものである。 「教育基本法では、 『個

人の尊厳を重んじ、真理 と平和を希求する人間の育成を

期する』一 と述べているが、祖国を愛 し祖 国 につ く

し、国家を通 して世界人類 に寄与するという順序的な発

想を更に強 く表現すべきであった」と国家主義を強調す

るとともに、 「権利義務思想か らは、安定 した健康な社

会は絶対に生 まれない。……まず 日本 自らが……r徳 を

もって化す』 という不退転の決意をすることであ ろ う」

(自由民主党文教部会75年12月8日 「高等学校制度および

教育内容に関する改革案一 中間まとめ一 」と権利思
(79)

想そのものを否定 しているのである。 この立場が憲法 ・

教基法の全面否定を意図する立場であることはここに明

白であり、同 じ頃自民党文教部会長が 「教育基本法を廃
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止する」 ことを講演で述べていることもそれを裏づける

ものである(西 岡武夫氏の75年11月7日 の講演)。 以 上
く　の

のごとき自民党の見解は、近代思想の成果としての権利

義務思想の否定、大平洋戦争の敗戦による国民的反省に

そむくものとしての国家主義という点で同意しがたいも

のであるが、さらにその人間観 ・教育観は 「競争主義」

を強調 し、生得的先天的な能力観にもとつ くものであっ

て教育学の成果にそむくものである。

その二つは、政府 ・文部省 ・中央教育審議会の立場で

あり、自由民主党の政策を具体化 しつつも公式には憲法

・教育基本法に従 うことを義務づけられているので、憲

法 ・教育基本法に違反 した政策や行政を憲法 ・教 育 基

本法に沿ったものと強弁 しながら実質的には憲法 ・教育

基本法を否定 している立場である。それが文書 として表

現 されている例として 前掲の 文部省初等 中等教育局長

通知 「教科書検定訴訟法の第一審判決について」(1970

年8月7日)を はじめとする教科書裁判に関しての一連

の文部省側の準備書面や文書、著作があげ られ る。 ま

た、ごく一部の者の特定の認識 ・価値観にもとついた 「

生命の根源すなわち聖なるものに対する」 「畏敬の念を

もっとと」 「象徴(す なわち天皇)へ の敬愛の念をもつ

ことユ等 々の内容的にも憲法 ・教 育基本法に反する諸特

目を 日本人に要請され るものとして説きつつ、それをも

って 「教育基本法を 日本人の精神的風土に定着させ るた

めの ものである」と述べている中央教育審議会答申別記

「期待 され る人間像」(1966年10月31日)も 挙げ られ

る。第一の立場への批判は、基本的には、この立場への

批判に通ずるものである。さらにこの立場は論理的に矛

盾を内包 しているわけである。

その三つは、持田栄一氏に代表される立場 で あ っ て

「教育運動一 近代公教育の全面的変革を志向す るもの

、にとって、『近代』においてr国 民の教育権』といわれる

もの、そ して 『近代法』としての 『教育基本法』は、『基

本』的には止揚と超克の対象でなければな らない」とい
く　　　

うものである。一応、形ばか りには 「教育基本法擁護の

論理をどめように再構築するか」 と問題をたてるのであ
(82)

るが、擁護すべき教育基本法規範の確認をするのではな

く、 この説が積極的にうち出しているのは 「批判教育権

論」であって、その内容が もっぱ ら権利義務関係の解消
く　 　

を主張する点では、上述の自民党の立場に近似している

ものである。現代の 「教育における人間疎外の克服」「教

育 と労働の再結合」「教育の社会的集団的 自治の確立」を

めざすに際 して近代社会が獲得 した人類普遍の原理を踏

まえて立つことを しない点でニヒリズスといえるであろ

う。

その四つは、渡辺洋三氏に見 られるような見解であっ

て、憲法 ・教育基本法の意義をこれも形式的には認めつ

つ もつぎのように述べる。 「法は、 もともと、権力行使

の基準 となるルールであるか ら、法理念は、教育行政や

国家活動の指導理念ではありえても、それ自体は、教師

の教育活動の理念た りえないのである。だか ら、教育基

本法に、教育の理念が掲げられているようにみえるが、

それも教師の教育活動の指導理念と考えるべ きでな く、

国家権力がそれを妨げてはならないという意味での国家

に対する義務規定と解すべきものである。」 しか し、憲法
く　の

・教育基本法規範の分析的な評価が明確にされておらず

抽象的一般論に止 まっている。この一般論は憲法 ・教育

基本法解釈としては成 り立ち難 い。なぜなら、国民がす

すんで守ろうとしない規範を国家権力に守 らせようとい

う国民主権国家理念はそれ自体背理だか らである 。

つけ加えれば 「批判 と超克の対象」という持田氏 も、

「ブルジョア民主主義の二面性」を 説 く渡辺氏 も憲法 ・

教育基本法規範の内在的限界を言うほどに明確にしてい

ない。

五つあは、憲法 ・教育基本法に内在する人類普遍的な

教育価値を確認する立場であって、 「国民の教育権」論

の諸説の憲法 ・教育基本法研究の努力の多 くもまたこの

価値の確認に注がれてきたと考えられるのである。 この

立場の代表的な見解はつぎのようなものである。

「今 日の教育の目的 ・方針の基本的原則は何か。……そ

れは、要約すれば、憲法 ・教育基本法の価値観である、

といえるであろう。……憲法 ・教育基本法は、人類史の
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遺産としての人間の尊厳 という価値、世界史の今 日的課

題 としての世界平和という価値を明確に含 ん で い る。

……この立場を放棄することは、ニヒリズムであろう」

(宗像誠也)。
　　の

「憲法 ・教育基本法制は、国民の行動規範 たる性格を

もつのであ り、また政治権力に対する裁判規範たるの性

格をもつのである」(永井憲一)。
(86)

② 憲法 ・教育基本法規範における人類普遍の教育的

価値

本稿は、後述するように、憲法 ・教育基本法に内在す

る 「限界」や 「矛盾」と言われるものをもそれとして正

確 に検討 しなければならないとする立場に立つ ものでは

あるが、憲法 ・教育基本法には、その主要な側面として

以下のような人類普遍的な教育的価値が含みこまれてお

り、 これは現代教育の理念をさし示 しており、また将来

において歴史の発展に即応 して発展 させ られなければな

らないことがあっても間違 っていたものとして否定され

ることはないようなものであると考えるのである。詳細

にはなお検討を要 しようともかかる教育的諸価値の一応

の確認をしてお くことが宗像氏の言う 「ニヒリズム」に

陥 らない方法であり、今後の研究を発展的にすると考え

るので概括的に敢えてのべ るとつぎのようである。

(i)基 本的入権が確認され(憲 法11、13～29.31～40

条)国 家的社会生活における人間の尊厳 ・個人の価値の

第一義性が確認された。しかも、そのような国民一人ひ

とりは、国家権力からは独立に自らの人権と生活を守 り

発展させる自己形成の主体 としてとらえられている(憲

法第12,13.97条 および上記人権条項)。

(iD国 の政治の基本は、1上 記のような意味をもった

基本的人権の尊重、ii主 権在民、m平 和主義、iv議 会制

民主主義、V地 方 自治、を原則として行われることとさ

れてお り、これが公教育を支える基礎であると同時に、
く　　ラ

教育の目的ともされ(教 基法前文)、 それゆえ、教育を

すること、教育を受けること、教育事業を営むこと、公

教育の制度を組織 ・編成 ・運用することの一切を通 じて

国民は教育の主人公の立場に置かれている。

Gの とりわけ教育の目的としては人類普遍的な意味で

の全面発達の教育理念とそれに見合 った教育の方法が確

認 されている(教 基法1条 、2条)。

(iv)そ してそのような内容の教育を受ける権利が国民

ひとりひとりの権利 として確認されその実効性を保障す

る義務教育の制度が確認されている(憲 法26条 、教基法

4条)。

(V)そ の他にも、(iの の教育内容を確保すべき公教育

運営上の諸原則が確認 されている(教 基法2～10条)。

とりわけ、教育行政の原則としてi教 育 目的(教 基法

第1条)に 従うこと、il教 育に対す る不当な支配 の禁止

iii教育および教育行政の国民全体に対する直接責任、～

教育一般 と教育行政との区別 ・教育行政の任務の条件整

備への限定が確認されている(教 基法2条 、10条)。

(3}現 代教育の理念にもとつ く憲法 ・教育基本法規範

再評価の展望

以上のような人類普遍の教育価値を憲法 ・教育基本法

は内包 しているとして も、 しかし、口で述べたような現

代的課題としての全面発達をめざす教育と憲法 ・教育基

本法規範との関係はどうなのか、ということが問題であ

る。

憲法や教育基本法については、「近代法」として 「r基

本』的には批判 と超克の対象」(持田栄一)と いう見解、

「ブルジョア民主主義法」の 「二面性」という立場 から

その規範を国民教育の指導理念とすることの危険性を強

調する見解(渡 辺洋三)が あり、これ らについてはすで

にふれた。また、上述の宗像氏のようにその現代 日本の

教育の指針としての意義を高 く評価する人にあっても、

他方においては、憲法 ・教育基本法は 「市民法的体質」

を根本的性格 とするものであるとし、そこか らくる 「法

廷闘争の限界」が言われていた。さらに、全面発達の現
(88)

代的意義を明らかにしている牧柾名氏においても、 「歴

史的にいって、財産権の自由を根幹とする人権と、労働

権(生 産手段と労働生産物の集団所有をふくむ)の 確立
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を根幹 とする人権体系とは、質的に異なったものとして

とらえねばな らないであろう。」と述べられており、日本
く　 　

国憲法は上記二つの体系のうち前者に含め られ、両人権

体系の断絶がのべ られている。

以上のように把握するかぎりでは、憲法 ・教育基本法

規範は、全面発達をあざす教育にとっては、障害をなす

か、そうでな くとも消極的な役割 しか果た しえないもの

ということになる。

これに比 して、勝野充行氏は、要約するとつぎのよう

な見解を述べている。

でつには 「戦後教基法は、労働者階級を中心とする民

主統一戦線の教育要求を具体的に反映するに十分なもの

である」 と言え、いま一つには 「教基法は 『勤労(労 働)

と学問(学 習)の 結合』の原理ならびにr生 存権と自由

権の結合』の法原理を車の両輪にして成立 しているとみ

ることができ、そうであるならば、教基法の求める人間

人格は、教育学的にはr全 面的に発達した人間』人格を、

法学的にはr集 団人』人格を、統一的に構想するものに

ほかならないと言える。」
(90)

ここに言 う 「社会的人間」 ・「集団人」人格とは 「労

働関係=階 級関係をこそ基軸とした社会的従属者存在な

る同質的平等性の下に創出される一つの 『社会集団』=

r階級集団』に属する人間」であり、それゆえに、労働者

仲間の 「連帯関係を基盤 とする倫理に生きる人間」・「団

結や団体行動のなかに仲間のモラルをとらえ、……その

モラルのもとに行動することを自己の道義的義務 とうけ

とめる人間」であるとされている。
　　ユ　

この叙述に明らかなように、勝野氏は小論の日で論述

した現代教育の理念とじての全面発達を憲法 ・教育基本

法 自体が 「構想」 しているというのである。そして、勝

野氏は 「全面発達」について、 「労働における全面的動

能性」を 「主要な要因」とし、 「資本制的分業や生産力

と生産関係の矛盾の止揚 に対する 「社会的実践』」をそ

の 「主体的契機」とす るものであると説明 している(後

掲主要参考文献⑭ の77～80頁)。 このような 「全面発

達」の概念 は、本稿日の②に既述のものと基本的に同じ

であると言えよ う。

以上のような勝野氏の見解は、憲法26条 の 「教育を受

ける権利」が全面発達をめざす教育を受ける権 利 で あ

る、と法解釈できる可能性を示す ものであると考える。

この展望のもとに 「教育を受ける権利」の意義の検討を

すすめることができるであろう。

(4}「 教育を受ける権利」評価のための課題

上述の展望でさらに研究をすすめてゆくための課題を

以下に整理 して本稿のまとあにかえたい。

第一には、労働法研究、憲法研究、戦後教育改革史研

究を踏まえての上述の勝野充行氏の結論ないし試論は、

しか し、本稿の立場か らすれば追認識ないし批判検討の

課題である。

第二には、勝野充行氏も、上述のように憲法 ・教育基

本法制が全面発達を教育の目的理念としているからとい

って、それで憲法 ・教育基本法規範に沿 うならば国民の

全面発達が法的に可能だと結論 しているわけでもないよ

うである。同じ憲法 ・教育基本法規範中に、上記のよう

な目的理念と矛盾 しその実現を制限ないし阻止する規範

の有無、そのような規範の性格の検討という課 題 が あ

る。 さしあた り全面発達の障害にな り得る規 範 と して

は、G)勝 野充行氏と同じ研究グループに属する勝野尚

行氏があげているのだが、財産権が考えられる。財産権

(憲法29条)に もとつ く労働指揮権が憲法23・26条 、教

基法10条 等にもとつ く教員の教育権を制限ない し侵害 し

うる、というわけである。 しか し、憲法学では、財産権
く　 　

に対す る公共の福祉による制限の程度は社会主義化をも

可能にするという学説 もあるから、さらに検討が必要と

される。(ii)憲 法前文の 「そもそも国政は、……その権
　　の

カは国民の代表者がこれを行使 し……」との 規 定 で あ

る。ここにみ られる規範の限 りでは間接民主制の規定で

あるか ら、教育行政における民主主義も制約 ・制限され

るかもれしないが、 これについては憲法全体の趣 旨から

は直接民主制も尊重され るとの見解 もな りたち得 るよう

で喚禽GiD憲 法89条 の 「公金その他の公の財産は、…
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…公の支配に属 しない……教育……の事業に対し、これ

を支出し、又はその利用に供 してはならない」 という規

定である。 これ自体においては、国家権力の支配から自

由な教育への公金の支出を禁止するものである。 これに

対しては 「教育を受ける権利」のような人権規定 と競合

するときは後者をこそ優先すべ しという見解 もある。以
く　 ラ

上に例示され るような、いわば憲法 ・教育基本法に 「限

界」が内在するかどうか、それは全面発達を志向する規

範によっては、克服 し難いものかどうか、が検討 されね

ばな らない。

第三には、憲法 ・教育基本法がその教育の目的理念 と

して全面発達を構想するものであるとして も、それを可

能にする手段 ・方法にわたる規範を同時に内包 している

かどうか、という点が確かめられなければならない。た

とえば鈴木英一氏が 「日本国憲法における教育を受ける

権利が、社会主義憲法のそれと決定的に異なる点は、物

質的保障が欠けていることだ」と要約 しているラティシ
(96)

エフの所説などの検討である。

第四には、結局(D教 育をする主体(li)教 育事業を営

む主体(iiD公 教育の組織 ・編成 ・運用に対する主権者等

としての国民の教育に対する権利(iv)公 教育教員の教育

権をそれとして確認してゆ くことである。 「教育を受 け

る」ことは、表現の問題ではな くて現実に、指導を受け

る限 りにおいて他律であって、だか らとくに受ける教育

の内容 ・方法にわたっては受ける主体はその権利を自己

自身で充全に主張し得ない。だか ら国民の教育を受 ける

権利の充足はこの(i)～(iv)の ような権利が保障 ・確立

されてこそ可能になるわけである。

なお、以上のような検討が、教育 ・教育行政の現実態

と照らし合わせて行なわれるべきことは、大前提 で あ

る。

今後の研究のすすめ方としては、一応上記のような諸

課題を展望しつつ、まずは第四にあげた国民の教育に対

する諸権利を検討 してゆくことか ら逆にさかのぼってゆ

くこととなるであろう。

主要参考文献

① 宗像誠也 ・伊ケ崎暁生編著r国 民と教師 の教育

権』 明治図書67年(出 版西暦年号を下二桁で示

す、以下同じ)

②r宗 像誠也教育学著作集 第4巻 教育権の理論』

青木書店75年

③ 宗像誠也r教 育行政学序説(増 補版)』有斐閣

69年

④ 永井憲一r憲 法と教育基本権』勤草書房70年

⑤ 永井憲一r国 民の教育権』 法律文化社73年

⑥ 牧柾名 『教育権』 新日本出版社71年

⑦ 牧柾名 「教育権における自由と平等」(上)、(中)

r科学と思想』16号、18号(新日本出版社75年4月 、

10月)所 収

⑧r教 育政策と教育行政』新日本出版社76年 牧

柾名 「国民の教育権」を含む

⑨ 兼子仁「r国民の教育権』岩波書店71年

⑩ 兼子仁 『教育権の理論』 勤草書房76年

⑪ 堀尾輝久 「教育の本質と教育作用」 勝田守一編

r現代教育学入門』(有斐閣66年)所 収

⑫ 堀尾輝久r現 代教育の思想と構造』岩 波書店

71年

⑬ 堀尾輝久 『教育の自由と権利』青木書店75年

⑭ 岩本憲 ・勝野充行 ・勝野尚行r国 民の教育と教

育権』 福村出版71年

⑮ 勝野尚行 ・勝野充行 ・榊達夫編著r教 育実践 と

教育行政』 法律文化社72年

⑯ 榊達夫 ・勝野充行r教 育法制と教育権』 福村出

版76年

⑰ 勝野尚行r教 育専門職の理論』 法律文化社76

年

⑱ 有倉遼吉r憲 法理念と教育基本法制』成文 堂

73年

⑲ 有倉遼吉編r憲 法』(別冊法学セミナー基本法コ

ンメンタール2)日 本評論社70年 山崎真秀 「
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⑳ 清水寛 「わが国における障害児のr教育を受ける

権利』の歴史」 日本教育学会r教 育学研究』第36巻

第1号(69年3月)所 収

⑳ 杉尾敏明r国 民の教育権』 汐文社71年

⑫ 中谷彪r国 民の教育の自由』 泰流社74年

⑬ 鈴木安三 ・星野安三郎編著r学 門の自由と教 育

権』 成文堂69年

⑳ 小川利夫r社 会教育と国民の学習権』 勤草書房

73年

⑮ 鈴木英一r教 育行政』東京大学出版会70年

⑳ 古野博明 「戦後教育行政制度改革と教育自治」

『北海道大学教育学部紀要』 第23号(74年)所 収

⑳ 藤岡貞彦 「住民自治と教育要求」 日本教育法学

会年報第4号 『地域住民と教育法の創造』(有斐閣

75年)所 収

⑱ 藤岡貞彦 「教育における住民自治」 総合労働研

究所r季 刊 教育法』第16号(75年6月)所 収

⑳ 有倉遼吉編r教 育法』(別冊法学セミナー基本法

コンメンタール玉2)日 本評論社72年

⑳ 文部省調査局内教育法令研究会r教 育基本 法 の

解説』 国立書院47年

⑳ 小川利夫 ・永井憲一 ・平原春好編著r教 育 と福

祉の権利』 勤草書房72年

⑳ 平原春好 ・永井憲一 ・兼子仁編著 『教育行政 と

教育法の理論』 東京大学出版会74年

⑳ 有倉遼吉教授還暦記念論文集刊行委員会編r教

育法学の課題』 総合労働研究所74年

⑭ 日本教職員組合教育制度検討委員会最終報告 「日

本の教育改革を求めて」 日教組編集発行r教 育評

論』74年5・6月 合併号所収

⑳ 教科書検定訴訟支援全国連絡会編r家 永 ・教科

書裁判』 準備書面編第2巻 総合図書70年

⑯ 同上 高裁編第1巻72年

⑰ 同上 準備書面篇 第3巻74年

曾 日本教職員組合編r新 教育労働者の権利』 労働
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旬報社76年

⑲r教 育権保障の理論と実態』(日本教育法学会年報

第1号)有 斐閣72年

⑩r教 育権理論の発展』(同上第2号)73年

@r国 民の学習権と教育自治』(同上第3号)74年

⑫r地 域住民と教育法の創造』(同上第4号)75年

⑬ 『戦後教育と憲法 ・教育基本法』(同上第5号)76

年

⑭ 兼子仁編r法 と教育』(法学文献集8)学 陽書房

72年

⑮r教 科書裁判(増 補版)』(法 律時報増刊号)日 本

評論社70年

⑯ 『憲法と教育』(法律時報臨時増刊号)日 本評論社

72年

⑰ 真野宮雄編著r教 育権J第 一法規76年

⑱ 田中耕太郎r教 育基本法の理論』 有斐閣61年

⑲ 持田栄一r教 育管理』 国土社61年

⑩ 持田栄一 「教育権の理論一r国 民の教育権論』

批判一 」r季 刊教育法』6号(総 合労働研究所

72年12月)所 収

⑪ 持田栄一r学 制改革』 国土社73年

⑫ 持田栄一 『「生涯教育論」批判』 明治図書76年

⑬ 相良惟一 「各国憲法の規定中に見 られる教育条

項に関する比較研究」r京 都大学教育学部紀要』第

2号56年

⑭ 相良惟一編著r公 教育と国の教育権』 明治図書

74年

㊥ 市川昭午r教 育行政の理論と構造』 教育開発研

究所75年

⑭ 今村武俊r教 育行政の基礎知識と法律問題』(改

訂版)第 一法規66年

⑰ 高橋恒三r新 訂 ・教師の権利と義務』 第一一法規

72年

働 菱村幸彦r教 育課程の法律常識』 第一一法規76

年

⑲ 文部省初等中学教育局内教科書研究会編 『教科
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書訴訟一一一その争点と検定の実態一 』 第一法規

69年

⑩ 同上編r教 科書裁判一 第一審判決とその問題

点一 』 第一法規70年

@同 上編 『教科書と公教育一 教科書裁判 の争点

と国の主張一 』 第一法規73年

⑫ 家永教科書裁判第二次訴訟第一審判決(70年7月

17日 東京地裁民事第二部 く杉本良吉裁判長〉)

⑬ 北海道学テ事件最高裁判所判決(76年5月21日

最高裁大法廷 〈村上朝一裁判長〉)

⑭ 岩手学テ事件最高裁判所判決(同 日、同上)

⑮ 小林直樹 『憲法講義』(改訂版)(上)、(下)東 京

大学出版会74年 、73年

⑭ 末川博編 『法学辞典』(全訂増補版)日 本評論社

76年

@我 妻栄編集代表 『新法律学辞典』(新版)有 斐閣

67年

⑱ 小川太郎 『教育と陶冶の理論』(第5版)明 治図

書65年

㊥ 矢川徳光 「憲法=教 育基本法体制の現代的意義」

『講座現代民主主義教育 第1巻 現代社会と教育』

(青木書店70年)所 収

注

(1)宗 像誠也 「なぜ教育権を考えるのか」主要参考文

献①15～19頁 参照

② このような観点か ら教育権の構造の解明を意識的

に目ざして論述 しているものとして上記 注U)の ほ

か、⑥～⑩、⑫、⑬、⑳、⑫、⑲の文献を挙げうる。

(31永 井憲一、⑤208頁

(4}宗 像誠也氏の 「憲法26条 の教育行政学」か ら学ぷ

ところである。③232頁 。

(5}申 谷彪⑫36、37頁

{6)有 倉遼吉 「教育 基本法の 準憲法的 性格」(同氏編

r教育と法律』新評論64年 増訂版)。 また、⑱24、

25頁

一22一

(7)田 中耕太郎⑱166頁 の表現を用いた。

(8)兼 子仁⑨104頁

⑨ ⑰ 「自由権」の項

征① ⑭ 「自由権」の項

αD⑯ 「生存権」の項

働 兼子、⑨104頁

⑬ 影山日出弥 「憲法学と教科書裁判」 ⑮所収196

頁。浦田 「教科書裁判の憲法論」r法学セミナー』168

号所収22頁 。要点は注幽の引用を参照の こと。

ω 有倉遼吉 ・天城勲r教 育関係法皿』(日本評論新社

58年)122頁

㈲ 山崎⑲106頁

⑯ 兼子⑨12頁

(16の2)「 学習」の概念 には多様なレベルがあり、

少 くとも次の四つが区別 されねばな らない で あ ろ

う。(i)動 物が条件反射の習得等により個体的行動

経験を習得する過程。(ii)人 間が人間的な価値ある

人類の経験を習得する過程。(iiD人 間的な価値ある

行動様式や認識を、それを習得するという目的意識

をもちその習得の手段についての理解を とも な っ

て習得する過程。Gv)他 人の指導を受 け て(1)～

(iiDの 習得を行なう過程。

「学問学習」は(m)に 含まれ、「教育を受ける」こ

とはGv)に あたる。両者は直ちに同一ではな く、 「

学習権」と 「教育権」は峻別されねばな らないと考

える。なお、本文日の〔3}における堀尾輝久氏の 「学

習」概念、「学習権」概念への批判参照のこと。

q⑳ 清水伸編著 「逐条日本国憲法審議録』第二巻(有

斐閣63年)590頁 。

⑬ この点で有倉氏の評価(⑱10、42頁)に はやや疑

問をもつ。

ag同 旨、兼子仁⑨115頁 、中谷彪⑫

⑫0注(mに 同じ。

⑳ 同上

四 ⑱166、167頁

⑳r教 育基本法の解説』(⑳)79頁
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⑳ 兼子仁編r教 育裁判判例集1』(東 京大学出版会

64年)58、59頁

㈱ 有倉⑬45頁

㈱ 有倉遼吉 「公共の福祉」r法学セ ミナー』53号 、12

頁

伽 憲法26条 のプログラム規定説批判については、有

倉⑱42～49頁 「憲法26条 の規範構造」参照。なお、

有倉が指摘する大須賀明 「憲法上の不作為」『早稲田

法学』44巻1・2号参照。

㈱ 清水⑳31頁

㈱r教 育基本法の解説』⑳76頁 、なお、清水⑳参照。

侶① 経済審議会 『経済発展における人的能力開発の課

題と対策』 大蔵省印刷局63年156頁

⑳r教 育基本法の解説』(⑳)、82頁

圃 牧柾名⑥187頁 、なお、兼子仁⑩6、7頁。清水前掲

⑳参照。

㈲ 兼子仁⑩6頁 。

Gむ 清水 「障害者のr生 存 と教育』の権利」⑳145頁 、

なお前掲⑳論文参照。

㈲ ⑳82頁

㈹ 宗像①48頁(②146頁)

⑳ 永井、シンポジウム 「教科書裁判と憲法」での発

言⑮232頁 、又、④271～277頁 、⑤223～229頁(と く

に226、228頁)。 なお、宮沢俊義氏 もこのような見

解をとっている(『憲法皿』1971年 新版436、327・328

頁)。

劔 宗像、油3⑤に同 じ

㈲ 兼子 『教育法』(有斐閣63年),102頁

㈹ ⑱12頁

ω ⑬38頁

働 影山日出弥氏は、 「教育を受ける権利」と 「教育

の自由」をはじめとする教育する主体、教育を与え

る主体の権利 とを分節化しないで 「教育権」として

とらえ、 そのようなものとしての 「教育権」 は、

「教育権の主体による教育内容が国家権力か ら自由

に干渉されることな く実現され る権利」(傍 点、影

一23一

山、以下同様)と いう意味では 「自由権」であると

し、 「同時に、26条は国家の積極的行為により教育

内容の実現を、国民全体に直接に責任を負 って配慮

する具体的義務を国家に課 し」 「国家はこの点で教

育の 「外的事項』に限定された教育諸条件の整備 ・

確立の責任を負 う。これに対応 して国民は一般の用

語を使えばいわゆる 『社会権』としての教育基本権

の主体である」と説 く(「 憲法学と教科書裁判」⑯

196頁)。

浦田賢治氏は、自由権と社会権 との区別を前提 と

して、つぎのように説 く。

「憲法26条 は、「教育の自由」が問題になる側面

では、国家権力の教育内容への千与、介入を排除す

る自由権保障規範としての機能をもつが、同時に 「

教育の機会均等』が問題になる側面では、国家権力

の教育条件整備義務の履行を司法的に保 障 す る可

能性をもつ社会権保障規範 としての機能 を も ち う

るものである」(「 教科書裁判の憲法論」 『法学セ

ミナー」168号22頁 日本評論社70年2月)。

㈱ 末川博編r法 学辞典』⑯ 「生存権」の項

幽}同 旨 兼子仁⑩218～226頁

㈲ 浦田賢治 「勤労者の団結権」⑲111頁

㈹ 小林直樹⑮ 「私人間における人権規定の 効力」

289～294頁 、芦部信喜 「私人間における基本的人権

の保障」(東京大学社会科学研究所編r基 本的人権

1総 論』)等 を参照にした。

働 シンポジウム 「教科書裁判 と憲法」での発言、⑭

232頁

⑱ 小林直樹⑮21頁

働 ⑯ 「国」の項

⑳ 有倉遼吉、前掲 「教育基本法の準憲法的性格」r教

育 と法律』 とくにユ2・工3頁

励 堀尾輝久⑫288頁 、なおこの見解について有 倉⑱

20頁参照。

働 有倉、同上20、21頁

63}今 村武俊氏は狭義の教育と教育行政との区別を見
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失なって、国公立学校教員のおこなう教育は教育行

政である、 「私立学校における教育は行政ではなく

て、国公立学校における教育は行政なのである」と

述べている。⑯69～74頁 。引用は74頁 。

働 公教育の内容 ・方法に関する国家権力ないし国家

行政権力の関与の限界ないしあり方に関しては大き

く分けて次の如き見解がある。(D本 文引用の文部

省見解のように原則的な介入の限界を認めず議会制

民主主義の法律によればよいとし、認め られるべき

教育の 自由もまた法律とそれに基づ く行政の裁量に

よるとするもの。(iD教 育の自由の原理により、法

的拘束力をもったものとしては、大綱的基準の制定

としてしか認め られないとするもの(兼 子仁)、 「憲

法や教育基本法の平和と民主主義の精神を公然とふ

みにじるものや学習指導の要綱を無視 して い る も

の」についてのみ教科書としての決定を拒否できる

としているもの(小 林栄三)、(iiD教 育の内容 ・方

法についての大綱的基準は指導助言 としてのみ認め

られ、法的拘束力をもったものとしては大綱的基準

その他の介入は一切認められないとする説(有 倉遼

吉、中谷彪)、(iv)教 員の教育活動に対する教育行

政(職)の 指導はそもそも理論的に成立せずギ 「むし

ろ教育行政は教育 に奉仕し 『従属』 し、教育行政職

は教職員の諸要求にこたえ教職員の指導をうけいれ

るのでな くてはならない」とする説(勝 野尚行)。

兼子r教 育法』(前掲>126・127、152頁 、⑩230頁 、

・小林 「科学的社会主義と民主教育』(新日本出版社、

73年)124頁 、有倉⑱112頁 、 中谷⑫55頁 、 勝野 「

r教育の自由』の論拠 としての 『教職の専門性』」r

名古屋大学教育学部紀要一教育学科一』第15巻(68

年)88、89頁 、参照。また、°上記(iii)に属する判例

として学テ事件に関する福岡高裁判決(昭42・4・

28)が ある。この分類でゆ くと本稿の説はGi)に 属

するが、この問題 については、いずれ、稿を改めて

詳述 したい。

㈲ 「地方教育行政の組織および運営に関す る法 律 」
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'(昭31 ・6・30)第30条 に関する文部省初中局長の説

明(昭32・6・U委 初158)は 「教育機関」に保育所

を含めていない。

(5④北海道旭川学テ事件に関する札幌高裁判決(昭 和

43・6・26)兼 子仁 ・佐藤司編r教 育裁判判例集皿』

(東京大学出版会、73年)128頁 。なお、 この判例に

ついて兼子⑨9・10頁 参蕪。

働 影山日出彌、浦 田賢治、油②参照。

68)宮 嶋発 「書評一 牧柾名r教 育権』」r高 校生活指

導』第5集(高 生研編、明治図書72年1月)86頁

(5㊥在学契約については兼子仁r教 育法』(前掲)226～

228頁参照。

(6① この規定の解釈については、永井憲一④48・49頁 、

267～270頁 、⑤213・214頁 、山崎真秀⑲、参照。

(61)就 学 させ る義務について平原春好⑳143頁 参照。

(62)二 つの引用 とも永井④49頁 。

㊨3)堀 尾⑪、 以下の(Dは55～57頁 、(IDは59、60

頁、GiDは61頁 。ただし(1)中 の※印に終わる一文

は日教組教育制度検討委員会最終報告⑭52頁 、これ

は堀尾氏の考え方と推定する。

㈹ ⑬10頁

(65)⑬10～12頁 。

㈱ 小川㊥16～22耳 、、引用は20頁 。

㈱ 牧⑥181～185頁 ・引用は順に・181・・⑱3・184、

、184頁6 、 ・ 、,,、

(68⑬223～226頁

69)同 上240、241頁

㈲ 同上.219、220頁 …

㈲ ⑫425頁

α2>宮 原r教 育学ノー ト』(河出書房、1956年)13～16、

23～25頁 。

㈲ つぎのもの等を参照(Dレ オンチ エフ帽『子ども

の精神発達』 明治図書67年(の 同著r認識の心理

学』世界書院67年Gii)エ リコニン 『ソビエ ト・児

童心理学』明治図書69年Gv)エ リコニン 「子ども

、の精神発達の時代区分の問題によせて」r国 民教育』
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教育を受ける権利

第9号 労働旬報社71年(V)土 方康夫 「0歳 から

3歳 の発達の特徴について」 『ちいさいなかま』V

OL.28鳩 の森書房73年10月 号(同 旨、 ミネルヴ

ア書房r児 童問題講座第5巻 保育問題』第2章 第2

節(vD坂 本忠芳 「能力 ・発達研究の課題」『国民教

育』74年7月 臨時増刊号、労働旬報社、(vii)矢川徳

光 『マルクス主義教育学試論』明治図書71年 。なお、

拙稿 「教育の原理一その1-」(大 手前女子短期大学

r研究集録』第1号 、75年5月)を 参照 されたい。

個 清水寛⑳、田中昌人、同右清水論文掲 載 誌 所 収

「全面発達を保障する 『障害児』教育の 創 造をめざ

す教育運動」、清水寛、注岡前掲論文。

㈲ 勝野充行⑯第二章。

{76)小 川利夫、永井憲一、平原春好ほか⑳

㈲ 松林和夫 「職業訓練と労働権 ・教育権」r現代の労

働組合運動6』 大月書店76年 、佐 々木享 「職業訓

練一 それをうける権利をあぐって一 」@所 収、

勝野充行前掲注㈲論文。

㈹ 小川利夫⑳、小川利夫編r住 民の学習権と社会教

育の自由』勤草書房76年 。

㈲ 国民教育研究所編r国 民教育』1976年3月 臨時増

刊号(労 働旬報社)所 収 引用はともに198頁 。

(80「 教育に賭ける」同上(注)r国 民教育』所収216頁

⑳ ㊥71頁 。

(82}⑩156頁

圃 同上149頁

(8の 渡辺洋三 「憲法裁判の歴史的 ・社会的意義」⑳167

頁

㈲ 宗像②44頁

㈹ 永井⑤224頁

㈱ 憲法にこの五つの原則をみ るものとして田口富久

治r現 代の民主主義と自由』(新日本出版社76年)118

～136頁

劔 宗像③262、263頁

劒 牧⑥180頁

働 勝野 「国家 ・法制度と人格」⑯76、77頁 。なお、

勝野氏の所説は矢川氏の所説(⑲)を 踏襲 したもの

である。

(91)同 上、52頁

(92勝 野尚行 「教育労働法研究の課題性」 日本教育学

会大会発表論文集r教 育労働法研究の方法論 〔1〕』

76年21頁

(93た とえば今村成和説、影山日出彌⑲所収「財産権」

注釈による。

(9の有倉遼吉⑱5～8頁

(95)兼 子仁⑨132、133頁

(96)鈴 木英一⑳206頁 。 イ ・ラティシェフ 『日本の憲

法問領』(刀 江書院62年)138～142頁 。

一1976年11月25日 一
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